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令和３年第４回定例会の開会にあたり、行政報告を申し上げます。 

 

１ 新型コロナウイルス感染症への対応について 

 

まず始めに、新型コロナウイルス感染症への対応についてであります

が、現在、新型コロナウイルス感染症の疑いがある発熱者等につきまして

は、市内におきまして北海道が指定した８か所の発熱者等診療・検査医療

機関が診察等を実施しているところであります。 

次に、８月１４日から８月２６日までの国による「まん延防止等重点措

置」の適用に伴い、営業時間短縮等の要請に対しご協力をいただいた飲食

店等への「まん延防止等重点措置協力支援金」につきましては、１１月 

２４日までに７９件、４千７３２万円の支給を実施したところであり、 

８月２７日から９月１２日までの国による「緊急事態宣言」の適用に伴い、

休業や営業時間短縮等の要請に対しご協力をいただいた飲食店等への

「緊急事態措置協力支援金」につきましては、１１月２４日までに８３件、

７千４３５万円の支給を実施したところであります。 

なお、いずれの事業につきましても、１０月３１日で申請受付を終了す

ることとしておりましたが、１１月３０日まで延長しているところであ

ります。 

また、９月１３日から９月３０日までの国による「緊急事態宣言」の延

長に伴い、休業や営業時間短縮等の要請に対しご協力をいただいた飲食

店等への「緊急事態措置協力支援金」につきましては、１１月２４日まで

に８０件、７千６２９万円の支給を実施したところであり、１１月３０日

まで申請受付を行っているところであります。 
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２ 新型コロナウイルスワクチンの接種について 

 

次に、新型コロナウイルスワクチンの接種についてでありますが、１２

歳以上の全対象者、約５万３千７００人に対して、１回目接種が４万６千

８７人で８５．９％、２回目接種が４万５千５３３人で８４．８％となっ

ているところであり、希望者の接種は概ね完了したところであります。 

今後につきましては、これから１２歳の誕生日を迎える方、何らかの理

由により接種を受けることができなかった方などが引き続き接種を受け

ることができるよう、接種体制を継続してまいりたいと考えております。 

また、ワクチンの３回目接種につきましては、１８歳以上の方で、２回

目接種が終了し、原則８か月以上経過した方を対象に実施することとな

ったところであり、本年４月までに２回目接種を終えた医療従事者 

約２００人に対して、１１月１９日に接種券を発送したところでありま

す。 

今後、３回目接種が可能となる時期に合わせて、順次接種券を発送する

予定であり、１月以降に医療従事者の接種及び高齢者入所施設における

巡回接種、２月以降に６５歳以上の高齢者の接種を開始してまいりたい

と考えております。 

なお、本定例会において、３回目接種に必要な経費の補正予算を提案さ

せていただいたところであります。 

今後につきましても、新型コロナウイルス感染症の状況、地域経済や市

民生活への影響を見極めながら、市民の皆様の安全・安心に向けた取組を

進めてまいります。 

 

 

 

３ 福祉灯油特別対策事業について 
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次に、福祉灯油特別対策事業についてでありますが、現在、灯油価格が

高騰し、冬季間における暖房等が家計を圧迫する状況となっているとこ

ろであります。 

このことから、高齢者や障がい者、ひとり親家庭の市町村民税非課税世

帯及び生活保護世帯に対し、経済的な負担の軽減を図るため、灯油等の購

入費の一部を支援することとし、本定例会において、必要な経費の補正予

算を提案させていただいたところであります。 

 

 

４ プレミアム付商品券について 

 

次に、プレミアム付商品券についてでありますが、新型コロナウイルス

感染症の影響を受けている市内経済を活性化させるため、１１月２６日

から北広島商工会において、１冊あたり５千円で販売する６千５００円

分の商品券４万冊の購入申込みの受付を開始する予定であり、１２月 

２０日から１月１４日まで市内郵便局等での引換販売を予定していると

ころであります。 

商品券の使用につきましては、市内の登録事業所で１２月２０日から

１月３１日まで使用できることとしているところであります。 

 

 

 

 

 

 

５ 北海道ボールパーク・Ｆビレッジの進捗状況について 
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次に、北海道ボールパーク・Ｆビレッジの進捗状況についてでありま

すが、新球場「エスコン フィールド HOKKAIDO」につきましては、現

在、可動屋根の鉄骨組立工事が進んでいるところであります。 

また、南側では温浴施設やレストラン、宿泊施設などが入るレフトビ

ルの整備や大型ビジョンの鉄骨工事が進められているほか、ガラス壁の

工事も完成時に近い高さまで進んでおり、現在は約１千１００名の作業

員の方が、現場での建設作業に励んでおられます。 

１０月１日から、市内小中学生にＦビレッジの建設状況を知ってもら

うため、Ｆビレッジの周辺見学を行っており、現在までに５校の見学を

実施してきたところであります。 

１０月１７日には、「Ｆビレッジ建設地を歩こう！withファイターズ

あしあと基金」を開催したところであり、当日は、ファイターズの稲葉

篤紀さんにも参加いただき、市内や近郊、道外から集まった約３００名

の皆様と共に、建設中のＦビレッジを眺めながら、ウォーキングを楽し

んだところであります。 

１１月２０日には、ボールパーク推進期成会プロジェクトチームによ

る「ガラスアートプロジェクト」を開催し、市役所５階の展望ロビーの

窓ガラスに描かれたボールパークの絵に色塗りを行うイベントとして 

４０名の児童の皆様にご参加いただいたところであります。 

また、市民の皆様などに対し工事の進捗等を報告するため、１２月 

１６日から１８日まで、Ｆビレッジ建設状況進捗報告会の開催を予定し

ているところであります。 

 

 

 

ボールパークに係る周辺道路や上下水道の整備につきましては、現在

２４件の工事が行われており、共栄町とボールパークを結ぶ一部道路に
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ついては、新しい道路形状で１１月１６日から供用を開始したところで

あります。市民の皆様にはご不便をおかけいたしますが、事故の無いよ

う万全を期してまいりますので、引き続き、ご協力のほどよろしくお願

い申し上げます。 

今後につきましても、球団や関係機関との協議を行い、開業に向けた各

種整備を進めてまいります。 

 

 

６ 令和３年７月から令和３年９月までにおける寄附について 

 

 次に、令和３年７月から令和３年９月までにおける寄附についてであ

りますが、現金による個人・企業等からの寄附につきましては、１２件、 

８２５万９千６６６円、「ふるさと納税」につきましては、 

１千５４５件、２千６万８千円となり、合計で１千５５７件、 

２千８３２万７千６６６円の寄附をいただいたところであります。物品

の寄附につきましては、感染症対策物品など７件となっております。 

 ご寄附をいただきました皆様に心から感謝を申し上げるとともに、 

本市のまちづくりのため、大切に活用させていただきたいと考えており

ます。 

 

以上申し上げ、行政報告といたします。 

 

 

 

 


